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第2章 脆弱建物の耐震補強推進策の体系化

2.1は じ め に

中央防災会議の住宅 における地震被害軽減方策検討委員会 による 「住宅における地震被害軽減 に関す

る指針)」 によれ ば,耐 震性能 の低 い建物 の耐震化対策の実施を阻害する要 因は,対 策 に要する費用 ・

労力負担,技 術的知識の不足,ラ イ フサイ クルとの不適応,想 定 される地震被害やその切迫性 について

の意識の低 さ,耐 震化効果のわか りに くさ等、多岐 にわた る.現 在,一 般の居宅に対 しては,一 部の地

方公共団体 によって耐震診断や耐震改修 に対す る助成や融資が行われて いる.し か し今後 ます ます耐震

化対策 を推進す るためには,住 宅所有者の細かなニーズに合致 した,バ リエー ション豊かな耐震化対策

の推進策を講 じ,住 宅所有者 による自発的な対策の実施を誘導す る必要がある.

一 方,ア メ リカ合衆国カ リフォルニア州では,ロ マ プリエータ地震や ノース リッジ地震の教訓 を契機

と して,耐 震 補 強対 策 に対 しイ ンセ ンテ ィ ブ を与 え るた めのユ ニ ー クな 制度 が運 用 され て い る.FEMA(連

邦 危機 管 理局:Federal Emergency Management Agency)は1997年 に災 害 に強 いま ちづ く りのた め のキ

ャ ンペー ンと してProject Impact: Building Disaster Resistant Communitiesを 立 ち上 げ た.Project

Impactは,災 害 に強 い まちづ く り活 動 の一環 と して,産 業界 を含 めた地 域 コミ ュニ テ ィー とのパ ー トナ

ー シップの確立,災 害危険性の把握,災 害 リスク軽減施策の実施 と優先順位付け,活 動 に関する地域 と

のコミュニケーシ ョンを重視 し,地 域独 自のユニー クな災害対策 を奨 励してきた.カ リフォルニア州内

では1998年 にオークラン ド市,1999年 にバー クレー市 とナパ市,2000年 にサ ンレアン ドロ市がキ ャン

ペー ンのモデル地域 に指定 され,こ れ を契機 として,州 内では地域独 自のアイデ アに基づ く耐震補強促

進 のための環境整備がますます重視 されて きた.

本研究では,民 間住宅の耐震補強を促進させる環境 に焦点 を当て,我 が国およびカ リフォルニア州に

おける耐震補強推進策の事例 を収集 し,耐 震補強推進策の体系化を行 う.ま ずは我が国において,耐 震

補強実施 にインセンティブを与えるための種々の現行制度 と提案 されている新たな政策案 を整理 した.

次に,カ リフォルニア州における現行制度の経緯や実績につ いての現地調査を行い,日 米の建物特性や

周辺制度の違 いを考慮 した上での補強推進環境の比較を行 った.こ れ らの比較 は,現 行制度 の枠組み に

とどまらない新たな耐震補強推進策の開発 を目的としたものであ り,カ リフォルニアで のい くつかの制

度については我が国への適用可能性 についての検討 も行 った.我 が国で議論 されて いる新 しい制度提案

のうち,カ リフォルニ ア州 内において実際に導入 されている制度もいくつか存在するため,米 国での実

情を理解する ことによ りこれ らの実用化手法 を学ぶ ことができると考 える.

2.2我 が国における耐震補強推進策の体系化

既存不適格建物の耐震補強 を普及 させ るには,住 民が現在居住 している建物 の耐震補強を奨励す る直

接的な促進策 と,不 動産流通 の際に補強済み建物が 「良い物件」 として選択 されやす くなるようにす る

間接的な促進策がある.直 接的または間接的な促進策 は,耐 震補強に対するイ ンセ ンティブを与えるタ

イミングの違 いに応 じて,以 下の4つ のステップに分 けられる.

ステップ1:危 険建物の抽 出段階

ステップ2:耐 震補強工事実施に対する合意形成の段階

ステップ3:耐 震補強工事 の段階

ステップ4:耐 震補強工事 の終了後の段階
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本章では,我 が国において現在実施されている耐震補強へのイ ンセ ンティブ付与制度 と現在提案 され

ている新たな政策を整理 し,耐 震補強を促進 させ る環境整備ためのメニュー作 りを行 った.各 ステ ップ

におけるこれ らの直接的また は間接的な補強促進策 について,概 要を表2-1に まとめた他,詳 細な条件

や背景については以下 に記す.表 中では,国 内のいずれかの地域で実際 に導入 されている補強推進策 に

丸印(○)を,現 在提案 されてお り今後可能性のある新たな政策案にプラス印(+)を 記入 した.

表2-1耐 震補強 にインセンテ ィブを与える環境一覧

(注)た だし,丸 印(○)はいずれか の地域で実際に実施されている補 強推進 策,プ ラス印(+)は 今 後可能性 のある新たな推進 策を示す.

2.2.1危 険建物の抽出段階における耐震補強推進策

まず現在居住 している危険建物 を抽出す る段階 においては,種 々の 自治体が耐震診断費用 に対 して助

成や低利子融資 を行 っている.静 岡県では,「TOUKAI(東 海 ・倒壊)-0」 プロジェク トの一環 として,

わが家の耐震診断調査票の配布を行 う他,耐 震補強 に関す る知識の向上 を目的 としたホームペー ジ 「耐

震ナ ビ」上でWEB版 の簡易耐震診断プログラムを提供 し,耐 震診断のPRを 行 って いる.市 町村では 「静

岡県 耐震診断補強相談士」を派遣 し,無 料の簡易耐震精密診断である 「わが家の専門家診断」 も提供 し

て いる.更 に建築士による耐震精密診断 を受 けたい場合 は,市 町村 による診断費用の補助制度がある.

昭和56年5月31日 以前に建築 された 旧耐震基準 による建物 を補助対象 とし,住 宅であれば診断料の2/3,

非住宅では1/3が 補助 される.

その他,一 定の居住建物 に対す る耐震診断の実施を義務付けるという考え方 もあるが,対 象 とすべき
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建物数は多く,全 棟への実施 は容 易ではない.平 成7年12月 に施行 された 「建築物の耐震改修の促進

に関す る法律」(以 下では,耐 震改修促進法)で は,多 数の者が利用す る特定建築物の所有者に対 して,

「耐震診断を行 い,必 要に応 じ,耐 震改修を行 うよう努めなければな らない」 と定めて いる.し か し,

これは耐震診断実施の努力義務を課すのみであ り,実 施 を義務付けるものではなく,一 般居住 に用いる

建物は主 とした対象にな って いない.

不動産流通の際に補強済み建物 を優遇す るには,「 住宅 の品質確保の促進等に関す る法律(平 成14年

12月 開始,以 下では品確法と呼ぶ)」 に基づ く 「既存住宅性能表示制度」が有効 と言える.こ の制度は,

物件の転売等 を考える住宅所有者に対 しての耐震補強推進 のイ ンセ ンティブになるだけでな く,耐 震性

能の高い建物や補強済み建物 の選抜 にも貢献 しうる.指 定住宅性能評価機関への申請を行 うと,書 類の

確認,現 場での住宅の検査 ・評価を経て,耐 震等級が表示 された建設住宅性能評価書が交付 される.た

だ しこの性能表示 は任意であ り,さ らに性能評価書作成には費用も発生する.新 築住宅物件の売買,交

換 または貸借 においては,宅 地建物取引業法は,取 引業者が物件取得者 に対 して 「住宅性能評価 を受け

た新築住宅であるか否か」について重要事項として説明す るよう義務付けている.し か し,既 存住宅の

不動産流通時には,性 能評価実施の有無 についての説明義務はなく,今 後 はこれ らの表示義務 について

も検討を進めていく必 要がある.不 動産流通時にはその他 に,「 診断結果や補強履歴に関する売 買時の

説明義務を課す」,「耐震診断結果の管理 ・保管義務 を課す」な どの手法が考 えられ る.

2.2.2耐 震補強実施 に対する合意形成の段階における耐震補強推進策

住民の耐震補強実施の意思決定 を促す には,地 域の地震危険度,居 住建物の耐震性能,耐 震補強実施

による危険度の低下に関する知識の向上が不 可欠である.重 点的に啓蒙を行 うべ き地域の選定には,地

震ハザー ドマ ップの作成や被害想定の実施が有効である.地 震ハザー ドマ ップや被害想定結果 の公表 は,

居住者の耐震補強実施への意欲 を高めるだけでな く,補 強済み建物の選抜 にも寄与 しうる.

補強工事その ものに対する理解 の促進のためには,耐 震補強技術や事例のデータベース化による構法

に関する知識の向上,シ ミュレー ション等 による補強工事価格や補強後 の耐震性能 についてのわか りや

すい説明,悪 徳施工業者の排除 による耐震補強工事に対する信頼感 の醸成が重要と考え られる.耐 震補

強技術や事例のデータベース化は,近 年にな り少 しず つ進め られつつあるが,ま だ十分 とは言 えない.

悪徳施工業者を排除す るため,静 岡県で は,良 心的に設計や 工事 を行 うことを宣誓 した県内の業者 を 「住

宅直 し隊」 として名簿 に登録 し,市 町村建築相談窓 口にて紹介 している.

2.2.3耐 震補強工事の段階における耐震補強推進策

補強工事 に対 しては,種 々の 自治体が施工費用への助成や低利子融資 を行 っている.静 岡県 では,平

成14年 度か ら,耐 震補強工事に対する1棟 あた り30万 円の補助制度を実施 している.平 成14・15年

度は,耐 震診断の総合評点0.7未 満 を1.0以 上に補強する工事 を認定 して いたものの,平 成16年 度か

らは この制度を拡充 し,総 合評点0.7以 上1.0未 満 の住宅も補助対象 とな った.県 の報告 によれば,約

60万 棟の旧基準 による木造住宅 のうち,平 成13・14年 度 には約2万 棟が耐震診断を受け,6割 以上の建

物が 「倒壊 また は大破壊の危険が ある(総 合評点0.7未 満)」 と診断 され,そ のうち254件 が補助金 を受

けて補強工事 を行 った.こ れ らの平均工事価格 は190万 円であ り,30万 円の補助金 を使い自己負担が

100万 円以下で済んだ家 も約4割 あった という.静 岡県では補助金 を受ける際に所得に関す る条件はな

いが,横 浜市での耐震補強工事 に対す る助成制度では,申 請世帯の所得に応 じて450万 円までの助成限
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度額が設定されている.こ の制度 に関 しては,助 成額 を大きくするために世帯 の所得が減少するまで耐

震補強工事を待つ,大 きな助成額 を当てこむため他地域に比べて補強工事見積額が著 しく高い,な どの

問題点が指摘 される.ま た,住 宅金融公庫では従来か らリフォーム融資を提供 してきたが,平 成15年

1月6日 か らは,公 庫の定める耐震基準に適合す る耐震補強工事に対 しても低利子融資 を開始 した.

その他,現 行 の耐震基準 を満たさない危険建物に対 しては,耐 震基準を遡及 して遵守するよ う定める

な ど,耐 震補強や建て替えを義務付 けるとい う考え方 も存在する.密 集住宅市街地整備促進事業の更な

る促進を 目指 して平成9年11月 に施行 された 「密集市街地における防災街区整備の促進に関する法律

(以下では,密 集法)」 では,防 災再 開発促進地区内の防火地域等に存在す る延焼危険性の高い建築物に

ついて,所 管行政庁による除去勧告制度を設けた.こ れ は周辺への延焼危険1生を考慮 した上での措置で

はあるが,強 制的な建物の利用制限を課 した稀有な制度 と言える.危 険建物の周辺地域への影響を考慮

した法律 としては他 に,前 述の耐震改修促進法があるが,こ れは特定建築物 に対 して努 力義務 を課すの

みである.こ れ らの強制的手段は現居住建物の補強促進 につながるだけでな く,補 強済み建物の選抜 に

も寄与 しうる.な お,平 成14年 度か らは密集住宅市街地整備促進事業の一環 として,密 集住宅市街地

整備促進事業の事業地区等 における耐震改修工事に対 して補助が開始されている.

補強工事そのものに対す る環境整備 としては,低 コス トで簡便な補強技術の開発 とともに,補 強工事

の施工基準や認定基準 ・体制の確立が望まれ る.現 在,耐 震補強に対す る助成や融資の基準 として,耐

震診断の総合評点の値が用い られている.し か し,評 点の算出の仕方が壁倍率 に依存 しが ちであるため,

新規の耐震補強工法の中には,耐 震診断の総合評点では補強工事 として認定 されづ らいもの もある.静

岡県では,こ れ らの新 工法に対 しては,地 表の加速度450Gal入 力時の層間変形角の値を補強認定基準

としている.就 寝用の居室のみの耐震補強など部分的な補強 を実施 した場合 も,耐 震診断の総合評点値

の増加にはつなが らないケースが多く,よ り汎用的な耐震診断方法の確立が求め られて いる.

2.2.4耐 震補強終了後の段階における耐震補強推進策

耐震補強実施後の段 階でのイ ンセ ンテ ィブの付与 としては,ま ず減税が考え られる.住 宅 に関す る減

税措置 として住宅 ロー ン減税制度があるが,平 成14年 度か らは住宅 の新 築 ・取得,敷 地の取得,一 定

の増改築に加えて,耐 震改修工事 も減税対象 に加え られた.こ れ によ り申請者は10年 間,ロ ー ン残高

の1%を 所得税額か ら控除 される.こ の制度はロー ンを利用す る場合に限定 された減税であるが,新 し

い制度 としては,補 強工事を完 了した場合の固定資産税 ・所得税 ・住 民税等 に関す る減税 または控除制

度 も考え られる.た だ し,ど のように補強工事 を認定するか,工 事価格 と減税額の兼ね合 いを どのよう

に設定するか,な どの課題が存在す る.ま た耐震補強によ り建物の資産価値が向上 した場合 には,本 来

固定資産税の税額は増加すべきものであるため,固 定資産税を減税の対 象とすべきか には異論 もある.

その他,2001年10月 よ り,品 確法に基づ く耐震等級 または国土交通省 の定 める耐震等級 に応 じた地震

保険料率の割引制度が提供 されている.耐 震等級3で は保険料率の30%,耐 震等級2で は20%,耐 震

等級1で は10%が 割 引される.耐 震補強工事によ りその後 の保険料率の割 引が受け られれば,補 強実

施へ のイ ンセ ンティブにつなが るが,耐 震診 断書等 の添付 書類の作成 に費用がか か りうる.村 山 ら

(2003)は,耐 震補強 によ り低減 され る死亡/傷 害 リスクに着 目した,建 物居住者の生命保険や損害保険

の割 引制度を提案 して いる).こ れ らの減税や割 引制度 は,現 居住建物 に対 してだけでな く,不 動産流通

上 も効果が期待される.

また筆者 らは,新 たな制度 として 「自治体 による保証 に基づ く耐震補強奨励制度」 を提案 してきた.
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これは,「 事 前に耐震補強を行 い,『 しかるべき耐震補強を済 ませた』と判断された建物について,そ の

建物が地震被害を受けた場合 に,再 建 ・補修費用の一部を行政が負担す る」制度である.高 橋 ・目黒(2001)

および吉村 ・目黒(2003)は,提 案制度の効果 に関す るシミュレーションを行 い,提 案制度の普及 に伴 い,

住民側および行政側の地震前後 の総費用負担が軽減 されるとい う制度の利点を示 した.本 制度は,現 在

東京都中野区において運用 に関す る検討がなされて いる.区 の案 によれば,耐 震診断の総合評点が1.0

未満 の木造共同住宅が,区 が認定 した施工業者によって所有者 の費用負担によ り耐震補強された場合 に,

その補強工事の性能 を保証する.工 事実施か ら10年 以内に震度6以 下の地震で補強済みの住宅が全壊

した場合,補 強工事費用同額 を区が補償す る.こ の際,住 宅性能表示制度の耐震等級1以 上の評価 を受

ける耐震補強を実施 し,住 宅所有者は地震保険 に加入する必要があ り,地 震時の被害判定は保険会社が

行 う.

中野区ではさらに,資 産活用型耐震補強助成(リ バースモーゲージ)も 平成16年 度か ら導入 している.

60歳 以上の区民を対象に,住 宅金融公庫 の高齢者向けの返済特例措置を利用 して融資 を受け住宅を耐震

補強する際に,担 保設定費用 と毎 月の利息分を区が貸 し出す.区 の負担は,適 用者の死亡後 に相続人が

一
括返済するか,担 保売却 によ り返済する.老 後の生活不安か ら貯蓄を切 り崩 した くないという高齢者

に対 して,手 持 ちの資金がゼ ロで も耐震補強工事 を実施できる環境が整 う.悪 徳業者の排 除と十分な制

度理解 に基づ いた加入者 との契約が,今 後の制度の成功の鍵 を握って いる.

耐震性能 の保証 という観点か らは,補 強工事 を実施 した建物 に対す る行政による○適 マークの発行が

提案 されている.既 存住宅 の耐震性能 に関 しては,既 存住宅性能表示制度が存在 しているが,よ りわか

りやす い形で良好な住宅ス トックである旨の認定 を与えよ うというものである.具 体的には○適マーク

シール を見やすいところに掲示 して,住 民間での啓発 を促すな どの方法が考 え られ る.現 在,不 動産取

引における住宅価格査定マニ ュアル上では,補 強工事による耐震性能 の向上は考慮 されていない.耐 震

性能を考慮 した不動産鑑定手法の開発 も必要で はあるが,今 後,耐 震性能 の保証,○ 適マークや既存住

宅性能表示の有無 を根拠 とした価格査定が行われる ことによ り,将 来的な売買価格 の向上を期待 した補

強工事の実施が促進され うる.

2.3日 米における脆弱建物 をめ ぐる環境の違い

日本 とカ リフォルニア州 における耐震補強推進環境 を比較するにあた り,本 章ではまず,日 米での地

震危険度,建 物ス トックや建物特性,法 制度な ど建物 の耐震補強 に関連 した諸環境 の違いを整理する.

2.3.1地 震危険度の比較

カ リフォルニ ア州では,サ ンア ン ドレアス断層沿 いのサ ンフランシス コ湾周辺およびロサンゼルス近

郊,北 部のクレセ ン トシティー近郊 を中心 として,過 去に多数の地震が発生 している.近 年の大規模地

震は,1989年 の ロマプリエータ地震 と1994年 のノース リッジ地震であった.図2-1に サ ンフランシス

コ湾岸地域におけるサンアン ドレアス断層,ヘ イワー ド断層等 の断層群を図示する.USGS(米 国地質調

査所:U.S.Geological Survey)は,湾 岸地域 において2003年 か ら2032年 までの30年 間にマ グニチュ

ー
ド6.7以 上の地 震 が発 生す る確 率 を62%と 見 積 も って い る(図2-2).サ ン フラ ンシス コ湾 東岸 のア ラ

メ ダ郡 オー ク ラン ド市 お よ びバ ー ク レー市 を縦 断す るヘ イ ワー ド(Hayward)断 層,お よび そ の北 部 に続

くロジ ャー ク リー ク(Rodgers Creek)断 層で の地 震発 生 確率 は27%と され てお り,そ の他 の断 層 よ りも高
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図2-1サ ンフランシスコ湾岸に位置する

断層群

図2-2サ ンフランシスコ湾岸での過去 の地震発生状況

図2-3ヘ イ ワー ド断層を震源 と した想定地震動分布

い.我 が国の地震調査研究本部では,南 海地震 ・東南海地震 ・宮城県 沖地震の発生確率を,2005年1月

1日 時点か ら30年 間においてそれぞれ50%,60%,99%程 度 と評価 している.こ れよ り,サ ンフランシス

コ湾岸地域 における巨大地震 の発生確率はおおむね東 南海地震 と同程度であると考え られる.

サ ンフランシスコ湾岸地域 の自治体連合組織で あるABAG(Association of Bay Area Governments)は,湾

岸地域に位置する断層を震源 とした各種の地震被害想定 を行 っている.こ れ らの うち,ヘ イ ワー ド断層

北部を震源 と した地震 はマグニチュー ド7.1程 度 と想定 されてお り,想 定地震動分布 は図2-3の 通 りで

ある.ヘ イワー ド断層と湾岸の間に位 置す るオークラ ンド市およびバークレー市は修 正メルカ リ震度階

による震度9～10程 度の地震動に襲われ ると予測されてお り,気 象庁震度階ではおよそ6弱 ～6強 程度
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に相 当す る.こ れ に よ る住 宅 被 害 は木 造,非 木造,無 補 強組 積 造建 物(UnReinforced Masonry,以 下URM

と略 す)で そ れぞ れ67,671,9,359,7,187戸 にの ぼる と推 計 されて いる.と りわ けサ ン フ ラ ンシス コ湾 岸

地域 で は1906年 のサ ン フラ ン シス コ地震 や1989年 の ロマ プ リエ ー タ地震 の経 験 か ら,こ れ らの断 層群

を震 源 とす る地 震へ の 警戒感 が 強 い.

2.3.2建 物 ス トックの比 較

渋 谷(2003)に お ける 日米 の住 宅統 計調 査結 果 を用 いた既 存住 宅 流通 市 場規模 の比 較(表2-2)よ れ ば,

住宅 ス トック に 占める既 存住 宅 流通 量は 米 国で3.7%,日 本 で0.3%で あ る.米 国 の既 存 住宅 流 通量 は我

が 国の12.3倍 であ り,米 国 の住 宅 ス トックに 占め る新 設住 宅 着 工戸 数 の割 合 は 日本の0.6倍 で あ る.

これ らの値 か ら,米 国 にお け る既 存 住宅 の流通 は 日本 よ り も充 実 して い る こ とが わか る.ま た,日 米 に

お け る構 造別 の 建物 ス トッ クの割 合 を図2-4に 示す.総 務省 の 平成10年 の住 宅 ・土地 統 計調 査結 果 で

は,全 国の住 宅(共 同住 宅等 を含 む)43,922千 戸 の31.1%が 木 造,33.3%が 防火 木造 で あ る.1戸 建て 住 宅

に対す る集 計で は,25,269千 戸 の うち47.0%が 木造,46.0%が 防火 木造 で あ る.一 方湾 岸地 域 の 自治体

連 合組織 で あ るABAG(1996)に よ れ ば,サ ンフ ラ ンシス コ 湾岸地 域 の住 家2,548,742戸 の うち,約93%が

木 造で あ る,そ の他,2%がRC造 ・補 強組 積 造(Reinforced Masonry,RM)・ 鉄 骨造 な どの非 木 造,1%が

無 補強組 積 造(UnReinforced Masonry,URM),3%が そ の他(モ ー ビル ホー ム な ど)で あ る.共 同住宅 の存

在 を考 慮す る と,湾 岸 地域 で は我 が 国以 上 に木 造が 建物 ス トック の主流 を成 して い る こ とが わか る.

2.3.3建 物 特性 の違 い

ABAG(1996)に よ る と,湾 岸 地 域の 全住 戸 の うち,1939年 以 前 に建 築 され た戸 建て 住 宅 と1940年 以 降 に

建 築 され た戸 建て住 宅 の割 合 は,8,3%と53.6%で ある.米 国 にお け る木造 戸 建て 住 宅 は主 と して木 質

表2-2既 存住宅流通市場規模の比較

図2-4日 米 の構造別の建物 ス トック量
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パ ネル工法である.こ れ らの住宅では,1階 床 下に位置す るCripple Wallと 呼ばれる板壁状 の束立て部

分(図2-5)に せん断補強が欠如 して いる場合が多 く,ロ マ プ リエー タ地 震や ノー ス リッジ地震 では

Cripple Wallの 被害 によ り図2-6の よ うに上部構造が転倒するケースが多 く見 られた.こ れは米国の建

物で特徴的な問題 と言え,1940年 以前に建設された建物 に多 く見 られる.通 常は図2-5に 示 したよ うに

合板パネル による補強が行われる.図2-7はABAG(1996)に 基づ く湾岸地域 の各 自治体 内での戸建て住宅

の耐震補強実施率である.こ れによれば,戸 建て住宅に対 して基礎 とCripple Wallに 十分な補強を行 っ

た割合は,バ ー クレー市で38%と 最 も高い.こ れ に部分的に補強 した ものを加 えると実施率 は82%と な

り,全 米で最高の耐震補強実施率である.こ の他 には,基 礎 ・上部構造間のボル ト結合の欠如,無 補強

組積造の基礎や煙突部分の補強の欠如が多 く見 られ る,

木造共同住宅は湾岸地域の全住戸の31.5%を 占め,そ の うち21.3%は1940年 以降に建築された1-3

階建てである,1階 の全部分または一部分 にカーポー トを設けている建物群はSoft-Story Buildings

と呼ばれ,壁 量の少なさか ら地震時に倒壊 しやす く,過 去の地震で も住家被害の大多数を占めた.図2-8

にはロマプ リエータ地震によ るサ ンフランシスコ市で の木造共同住宅の被害の様子 を示す,我 が国にお

いても1階 部分 の壁量の少な い建物が多く存在 してお り,共 通の問題を抱えて いる.

無補強組積造建物(URM)は,湾 岸地域 の全住戸の1.0%を 占め,1933年 か ら1955年 にかけて多 く建設

された.補 強の欠如 によ り,地 震時 の建物全体 の甚大な構造被害を招きやすい.我 が国にお いては,ブ

ロック造は補強ありのものを含めて住家 ス トックの0,6%で あ り(図2-4),URMの 問題はカ リフォルニア

でよ り深刻であることがわか る.図2-9は バー クレー市に立地す る耐震補強済みのURM建 物である.

図2-5木 造 戸 建 て住 宅 のCripple Wallの 補 強

図2-6ロ マ プ リエ ー タ地震 で のCripple Wall被 害 の例
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図2-7戸 建て住宅の耐震補強実施率の比較

図2-8ロ マプ リエータ地震での木造共同住宅の被害例

図2-9バ ー クレー市内にお ける耐震補強 されたURM建 物の例
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